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▼手話通訳者養成講座（手話通訳ができる“手話通訳者”を目指す講座） 

 実践課程：４月２２日（日）～／第１０回 基本課程：８月５日（日）～ 
 この講座には基本・応用・実践の３課程があり、今年度は実践（第９回の最終課程）と基本が開

催されます。新たな受講者の募集は基本課程で行います。６月頃募集予定ですのでお見逃しなく。 
 

▼要約筆記者養成講座（音声情報を文字で伝える通訳“要約筆記者”を目指す講座） 

 ５月２０日（日）～ ★申込受付中！！締切４月２７日（金）★ 
 昨年度まで「要約筆記『奉仕員』養成講座」として開講していたものです。さらに専門性が求め

られる『要約筆記者』としての講座がスタートします。 
 

▼ＩＴ講習会 ９月１日（土）・２日（日） ※２日間連続講座 

 パソコン初心者の聴覚障がい者の方を対象とした講習会です。手話通訳や要約筆記がつき、パソ

コンの使い方やワード・インターネットの基本について学びます。 
 

▼手話通訳者試験対策特別講座 ①９月２２日（土）②１１月４日（日）③２月１７日（日） 

 下記の試験に向けた講座。様々なテーマを扱うので、現在手話通訳として活動している方、活動

をお休みしている方にも好評です。 
 

▼手話通訳者統一試験 １２月１日（土） 

 「手話ができる」から「通訳ができる＝手話通訳者」を目指す方が挑戦する試験です。 
 

▼合同研修会 １２月８日（土） 

県内の手話通訳者・奉仕員、要約筆記奉仕員、盲ろう通訳・介助員が一堂に集まり研修を行い、

レベルアップを図ります。 

※日程は全て予定です。詳細は後日お知らせいたします 

 

 東日本大震災聴覚障害者救援中央本部 

義援金配分の支給が決定 

平成２４年１月末に申込を締切った義援金について、下記の通り決定しました。 

・支給金額：当初の予定通り（満額支給されない方には、中央本部より連絡がいきます） 

・支給時期：３月２６日より開始中。書類不備があった場合は遅れます。 

・書類の不備：２月より確認中。４月末までに必要書類をそろえること。 

【お問い合わせ】東日本大震災救援中央本部義援金配分委員会 

FAX/03-3267-3445 ﾒｰﾙ/naito@jfd.or.jp、shigihara@jfd.or.jp 

※義援金の募金受付は継続中です！引き続きご協力をお願いします。 

お知らせ 
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  新着作品（Ｈ２３年度後期分）※全てＤＶＤ 

  ★『ＴＨＥ世界遺産 世界一スペシャル』 

  ★『趣味の園芸 やさいの時間』 

  ★『１０min．ボックス』今回は現代文をテーマに様々な作品があります 

    羅生門（芥川龍之介）／オツベルと象（宮沢賢治）／サーカス（中原中也）など 

  ★『きらっといきる』様々なテーマがあります 

   ・マンガで伝えたい ろうの世界～聴覚障害・松谷琢也さん～ 

   ・いつも手と手をつないで ～全盲ろう 山口隆雄さん・幸子さん夫婦～ など 

  その他 多数の作品を入荷しました。遠方の方は郵送での貸出しもできます！ 

 

Ｈ２３年度 ビデオライブラリー貸出し状況（Ｈ２３年４月～Ｈ２４年３月） 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

貸出人数 ８ ５ ４ ５ ８ ３ 

貸出本数 ２４ １５ １２ １５ ２８ ９ 

 

 

 
 
 

Ｈ２３年度 情報機器貸出し状況（Ｈ２３年４月～Ｈ２４年３月） 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

貸出数 ２ １１ １２ １１ ７ １９ 

 

 

 

 

 

 

 
 

今や聴覚障がい者には欠かせない機器となったファックス。聴覚または音声の障がいで身体障害者

手帳をお持ちの方は、日常生活用具としてファックスの給付が受けられることをご存知ですか。ぜ

ひ一度、お住まいの市町村福祉課へ相談してみてください。 

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 累計 

４ ４ １０ １０ ９ １ ７１ 

１２ １２ ２９ ２６ ２７ ３ １８４ 

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 累計 

１７ １７ １４ １１ ６ ７ １３４ 

字幕付き・手話付き DVD 紹介 
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編集後記 

当センターは小白川庁舎の４階にありますが、庁舎の敷地内にはもう４月だというのにまだ雪が残っ

ています。この冬の大雪がいかにひどかったかを物語っています。４階ならではの名物、「見下ろす

桜」を楽しむにはまだ時間がかかりそうです 

～ファックス～ 
多くの市町村で日常生活用具<聴覚障害者用通
信装置>に該当します。 


